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「長崎がんばらんば国体・長崎がんばらんば大会」では、

東日本大震災により甚大な被害を受けた福島県をはじめ

被災地の方々への支援に取り組むことといたしました。

両大会を通じ県民一丸となってスポーツの力を東北に届けます。

東日本大震災復興支援

平成２６年8月19日

長崎県

平成26年度 長崎県国民保護協議会

資料２
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国民保護成立の経緯について

事態対処法の概要

武力攻撃事態等への対処に関する基本理念や国・
地方公共団体の責務などを定めている。

第１章：基本理念、基本事項

第２章：武力攻撃事態等への対処に関する基本指針

第３章：必要となる法制の整備に関する事項

⇒国民保護法の成立へ

第４章：緊急対処事態への対処のための措置

平成7年 地下鉄サリン事件
平成10年 北朝鮮弾道ミサイル発射（テポドン、三陸沖）
平成13年 米国同時多発テロ
平成15年 有事関連３法（攻撃事態対処法等）が成立
《付帯決議》１年以内に国民の保護のための法整備を行うこと
平成16年 スペイン同時多発列車爆破事件

平成16年6月14日
国民保護法 成立

平成16年9月17日
国民保護法 施行
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基本指針及び国民保護計画

【都道府県】
国民保護計画

・国民保護協議会に諮問

・内閣総理大臣に協議

・議会に報告

【市町村】
国民保護計画
・国民保護協議会に諮問
・都道府県知事に協議
・議会に報告

長崎県内２１市町すべてが
市町国民保護計画を作成済

【国】
国民の保護に関する基本指針(H17.3)
・国民保護の実施に関する基本的な方針
・国民保護計画及び業務計画の作成の基準
・想定される武力攻撃事態の類型
・類型に応じた避難措置、救援、武力攻撃災害への対処措置

長崎県国民保護計画

平成１６年３月３１日作成
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国民保護法が想定している事態①
武力攻撃事態

武力攻撃の手段、その規模の大小、攻撃パターンなどにより異なることから、どのようなもの
となるかについて一概にはいえませんが、国民の保護に関する基本指針においては下記の
４つの類型を想定

①着上陸侵攻 ②ゲリラ・特殊部隊による攻撃

③弾道ミサイル攻撃 ④航空攻撃
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国民保護法が想定している事態②
緊急対処事態

武力攻撃手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態
または、当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った

事態で、国家として緊急に対処することが必要な事態

①危険性を有する物質を有する施設等に
対する施設等に対する攻撃が行われる事態

③多数の人を殺傷する特性を有する物質等に
よる攻撃が行われる事態

④破壊の手段として交通機関を用いた攻撃等が
行われる事態

②多数の人が集合する施設、大量輸送機関
等に対する攻撃が行われる事態
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●武力攻撃災
害への対処

●生活関連等
施設の安全の
確保

●消防

●被災情報の
収集など

●国民生活の
安定

●施設及び設
備の応急の復
旧など

●救援の指示

●救援の実施

●安否情報の
収集など

●国、地方公
共団体の責務

●国民の協力

●基本指針・
国民保護計画

●国民保護協
議会

●訓訓練など

●警報発令

●避難措置の
実施

●避難住民の
誘導など

国民保護法の概要

第１章 第２章 第３章 第４章 第５章第１章 第２章 第３章第１章 第２章 第４章第３章第１章 第２章 第４章第３章第１章 第２章

避 難 救 援

第３章第２章 第４章第３章第２章 第４章第３章第２章 第４章第４章第３章 第４章第２章 第３章 第４章

武力攻撃に伴う被害の最小化

第１章 第２章 第３章第１章 第２章 第４章第３章 第４章第３章第１章 第２章
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国民保護措置の３つの柱
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措置の仕組み
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国民保護法における避難
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国民保護法における救援
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被害の最小化



14

防災と国民保護 比較
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国民保護に関する対処の仕組み

国民保護事案又は、国民保護
事案が疑われる事象の発生

担当課体制

長崎県国民保護対策本部

※長崎県地域防災計画

特殊重大災害対策本部

長崎県緊急対処事態対策本部

政府による事態認定があり、内閣総理大臣
より都道府県対策本部を設置すべき指定
の通知を受けた場合

県の責任において、各種指示を行う。

事態認定後は、国の責任のもとに、

避難の指示などを行い、支弁関しても
国が責任を持つ
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全国瞬時警報システム（Ｊ-ALERT）①

発射日時 発射時刻

２月２７日 午後５時時４２分

３月３日 午後６時１９分

３月４日 午後４時２０分

３月１５日 午後６時２０分

３月２２日 午前４時頃

３月２６日 午前１時頃

６月２６日 午後６時１０分

６月２９日 午前５時頃

７月２日 午前７時

７月９日 午前４時

７月１３日 午前１時２０分

平成26年内の北朝鮮のミサイル等の発射事案

※いずれも日本海に着弾し、人的被害等なし

国民保護事案はいつ起こるかわからないため、住民に警報など情報を
即座に伝達するのは困難

※日本への具体的な影響がなかっ
たため、今年度の事案では作動はし
ていない。

《全国瞬時警報システムで伝達できる情報》

➢弾道ミサイル情報

➢大規模テロ情報

➢緊急地震速報

➢特別警報

➢大津波警報

など・・・
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全国瞬時警報システム（Ｊ-ALERT）②
弾道ミサイル情報、津波情報、緊急地震速報等、対処に時間的余裕のない事態に関する情報を、

人工衛星を用いて国（内閣官房・気象庁から消防庁を経由）から送信し、市町村防災行政無線

（同報系）等を自動起動することにより、国から住民まで緊急情報を瞬時に伝達するシステム

職員の手を介さず、２４時間いつでも住民に警報等を伝達することが可能
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全国瞬時警報システム（Ｊ-ALERT）③

○自動起動装置

➢全国の市町村 ・・・・１，７４２団体中１，６２３団体が整備済み（93％）

➢長崎県内２１市町 ・・・・２１団体中１９団体が整備済み（90％）

※平成２６年度中に残りの２市町も整備予定で、平成２６年度末には２１市町全てが整備予定

○受信機

➢全国の都道府県及び市町村 ・・・・全て配備済み（100％）

➢長崎県、及び２１市町 ・・・・全て配備済み（100％）

配 備 状 況

運 用 状 況

○年に３回、全国一斉の訓練があり、実際に防災行政無線による伝達を行っている。

○現在は国民保護情報（ミサイル等の発射）だけではなく、特別警報、緊急地震速報などの

気象情報の伝達にも幅広く使用されている。
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全国瞬時警報システム（Ｊ-ALERT）④

実際の受信端末（ＰＣ）の画面
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緊急情報ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ（Em-Net）について①

国民保護に関する事態認定（緊急対処事態、武力攻撃事態）がされると・・・

国が対策本部を対上げ、国の指揮・命令のもとに県、市町が対応することになる。

それに伴い、国から県、市町に法定文書をはじめとする各種文書が送付される。

➢一度に１０前後、またはそれ以上の文書が送付される
（例） ○ 住民の避難に関する措置

・ 警報の通知 （国民保護法第４５条）
・ 避難措置の指示 （国民保護法第５２条）

○ 避難住民の救援に関する措置
・ 救援の指示 （国民保護法第７４条）

ＦＡＸでは・・・

•時間がかかる

•文書が混在してしまう

•受信エラー等のトラブル

大量の文書を迅速・確実に

送達するためのシステムが必要
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緊急情報ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ（Em-Net）について②

•官邸からの関係機関に、緊急にお知らせする情報を迅速に伝達するための一斉同報システム

•配信先では、アラーム等による注意喚起により確実に伝達

•使用するソフトは、関係機関に無償配布

メッセージを送
信

メッセージを送
信

メッセージが着
信し、アラーム
が鳴る

官邸

都道府県

市区町村

1分以内

メッセージ

都道府県警察本部・組合消防

メッセージ メッセージ
メッセージ

指定地方行政機関

指定地方公共機関

指定地方行政機関

指定地方公共機関

指定地方行政機関

指定地方公共機関

メッセージが着
信し、アラーム
が鳴る

指定地方行政機関
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緊急情報ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ（Em-Net）について③

○長崎県内の整備状況

➢県及び２１市町 ・・・・全て配備済み（100％）

➢各消防本部（局） ・・・・全て配備済み（100％）

➢指定地方公共団体 ・・・・３９指定地方公共機関中２０機関配備済み（５１％）

○全国の整備状況

➢都道府県及び市町村 ・・・・全て配備済み（100％）

➢各消防本部（局） ・・・・306団体中 166団体が整備済み（54％）

➢指定地方公共団体 ・・・・1037指定地方公共機関中 284機関配備済み（27％）

配 備 状 況

運 用 状 況

○平成２４年１２月 北朝鮮ミサイル発射事案では、第一報をエムネットで配信

○毎月、導通訓練が行われており、正常に稼動しているかを確認
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緊急情報ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ（Em-Net）について④

平成24年6月に実際に配信されたもの

法定通知以外にも、事案の発生を
迅速に伝えることも可能
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長崎県国民保護計画変更（案）

⚫ 変更案の主な内容

① 全国瞬時警報システム（J-Alert）、緊急情報ネットワー
クシステム（Em-Net）の運用開始に伴う記述の追加

② 住民の避難に関する記述の中に、防災基本計画（原子
力災害対策編）の修正及び原子力災害対策指針の変
更に伴う、国の判断基準を明記

③ 平成25年度の熊本県と国との共同図上訓練
結果を踏まえた県境をまたぐ広域避難に関する記述の
追加
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① J-ALERT、Em-Netの運用関係

⚫２ 通信の確保

(1) 非常用情報通信手段の確保

武力攻撃事態等における警報や避難措置
の指示等を迅速かつ確実に伝達されるよう、
緊急情報ネットワークシステム(Em-Net)、全
国瞬時警報システム(J-ALERT)及び防災行
政無線を中心に、情報通信手段の的確な管
理・運用・整備を行う。

新旧 p.2 ～
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② 住民の避難に関する国の判断基準の明記

⚫ (4) 住民の避難等の措置

① 知事は、国の対策本部長により警報の発令や次のような避難措置の指示が行
われた場合には、当該指示等の内容を踏まえて、住民に対し避難を指示する。
この場合において、「屋内避難」や「移動による避難」の実施の時期や範囲につ
いては、国の対策本部における専門的な分析や判断を踏まえた避難措置の指
示に基づいて、適切に行う。

ア 国の対策本部長は、予防的防護措置を準備する区域(ＰＡＺ)に相当する地域に
ついては、直ちに他の地域への避難を指示するものとする。ただし、武力攻撃の
状況にかんがみ、必要があると認められるときには、屋内避難を指示するものと
する。

イ 国の対策本部長は、緊急時防護措置を準備する区域(以下｢ＵＰＺ」という)に相当
する地域については、まずは屋内避難を指示するとともに、その後の事態の推
移等に応じ、必要が認められるときは、武力攻撃の状況に留意しつつ、他の地
域への避難を指示するものとする。

ウ 国の対策本部長は、ＵＰＺに相当する地域外の地域については、武力攻撃事態
の推移等に応じ、必要があると認められる場合には、ＵＰＺに相当する地域と同
等の措置を指示するものとする。

新旧 p.6 ～
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原子力災害対策指針における区域の定義

ＵＰＺ
緊急時防護措置を準備する区域
（Urgent Protective action 

planning Zone）

原子力施設で重大事故が発生した場合に直
ちに住民が避難する区域
IAEAの国際基準：３～５ｋｍ（5ｋｍ推奨）

ＰＡＺ
予防的防護措置を準備する区域
（Precautionary Action Zone）

避難・屋内退避を迅速に実施するための計
画が整備されていなければならない区域
IAEAの国際基準：5～30ｋｍ

放射性物質を含んだプルーム通過時の放射性ヨウ素
による甲状腺被ばくを避けるための防護措置
（屋内退避、安定ヨウ素剤服用等）を実施する地域

ＰＰＡ
プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措
置を実施する地域

（Plume Protection Planning Ａｒｅａ）

従前
ＥＰＺ

概ね、50km（今後
検討）

30Km

ＵＰＺ
緊急時防護措置を準備する区域
（Urgent Protective action 

planning Zone）

ＰＡＺ
予防的防護措置を準備する区域
（Precautionary Action Zone）

8～10ｋｍ

５ｋｍ
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③ 広域避難関係

⚫ 長崎県は、隣接県である福岡県、佐賀県及び熊本
県等に対し、国民保護措置の実施に必要な事務又
はその一部を委託する場合に備えて、必要に応じ、
調整を図る。

なお、避難先の都道府県知事等が避難住民の輸
送手段の確保等を行う場合、安全確保の責務の観
点から、原則として、要避難地域の都道府県知事は、
避難先の都道府県に対し、国民保護法１３条に基づ
き、事務委託を行うものとする。

新旧 p.2 ～
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平成25年度 熊本県国民保護共同図上訓練
熊本県の受入数及び避難施設

市町村 施設数 受入数

天草市 ６か所 ４０４７名

上天草市 ３か所 ９１４８名

宇城市 ３か所 ２９７５名

宇土市 ２か所 ３３１０名

熊本市 ６か所 ８８７７名

合計 ２０か所 ２８３５７名

鹿児島県の受入数及び避難施設

市町村 施設数 受入数

長島町 ４か所 ３８８６名

阿久根市 ７か所 ４６２２名

出水市 ８か所 ２７８７名

薩摩川内市 ９か所 ５３４０名

いちき串木野市 ５か所 ３５０４名

伊佐市 ２か所 ３３０３名

合計 ３５か所 ２３４４２名

長崎市

諫早市 島原市

南島原市

雲仙市

薩摩川内市

出水市

伊佐市

長島町

阿久根市

いちき串木野市

天草市
上天草市

宇土市

宇城市

熊本市

長崎県の受入数及び避難施設

市町村 施設数 受入数

長崎市 １０か所 ２２２４名

諫早市 ８か所 ５８２８名

島原市 ８か所 ４８２５名

南島原市 １２か所 １０４４９名

雲仙市 ６か所 ２６２７名

合計 ４３か所 ２５９５３名

備考：苓北町の避難者は、長崎市・諫早市に
避難。町役場を長崎市公会堂に仮庁
舎を設定する。

天草地域が孤立し、天草地域の避難
住民を、長崎県、鹿児島県で受け入
れるという訓練想定
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住民の避難に関する通知及び指示

① 住民の避難の必要な地域（要避難地域）の提示

② 住民の避難先となる地域（避難先地域）の提示

③ 住民の避難に関して関係機関が講ずべき措置の概要の提示

○ ①～③の提示

④ 主要な避難の経路の提示

⑤ 避難のための交通手段その他避難の方法の提示

○避難の経路、避難の手段その他避難の方法に関する事項

○避難住民の誘導の実施方法

○避難住民の誘導に係る関係職員の配置その他避難住民の

誘導に関する事項

○避難の実施に関し必要な事項

対策本部長(国)

市町村長

住民

避難の指示都道府県知事

通知

通知

伝達

避難措置の指示

避難の指示の伝達

国民保護における住民の避難
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国民保護事案における広域避難について

⚫国民保護法第12条

➢都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る国民の保
護の措置を実施するため必要があると認めるときは、他
の都道府県知事に応援を求めることができる。

⚫ 例）長崎県内で、国民保護事案が発生し、隣県への避難が
必要となった場合。

➢国民保護法１２条によれば、隣県には応援を求めるのみ
で、住民の避難の方法などは、長崎県の責任のもとに、
長崎県が指示しなければならいが、隣県の交通網などに
は精通していないため、避難に支障をきたす恐れがある。
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国民保護事案における広域避難について

⚫国民保護法第13条

➢都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る国民の保
護の措置を実施するため必要があると認めるときは、政
令で定めるところにより、その事務又は都道府県知事等
の権限に属する事務の一部を他の都道府県に委託して、
当該の都道府県の都道府県知事にこれを管理し、及び
執行させることができる。

⚫ 例）隣県で、国民保護事案が発生し、長崎県が隣県の避難
住民を受け入れる必要がある場合。

➢長崎県内に上陸した後、それから先の避難所等への避
難は長崎県の責任の下に行い、長崎県の指示に基づき
避難を実施する。

• 県内の交通網には精通し、平時から指定地方公共機関との連携
がとれていることから、迅速かつ円滑な避難が可能。
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次 第

1. 国民保護法について

2. 国民保護に関する取組みについて

3. 長崎県国民保護計画の変更（案）について

4. 国民保護訓練について

5. その他
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平成23年度長崎県国民保護共同実動訓練概要

目 的
国民保護法に基づき、国、県、大村市、関係機関及び地域住民が一体となった共同の実
動訓練を実施し、関係機関の機能確認・相互の連携強化を図るとともに、国民保護のため
の措置に対する県民の理解の促進を図る。

日 時 平成２４年１月２９日（日） 訓練時間 10:00～13:30

場 所
長崎空港、長崎県消防学校、大村高校、国立病院機構長崎医療センター、官邸危機管理セ
ンター 等

訓 練 想 定
長崎空港国際線ターミナル内で爆発事案、多数の死傷者が発生。武装グループが人質をと
り施設を一部占拠

主要訓練項目

①災害等初動対処訓練 (施設内からの救助・救護、避難誘導、避難）

② 医療救護訓練

③避難者輸送・救援訓練

④ 緊急対処事態対策本部・現地調整所の運営訓練

訓練の特徴
①空港における初の国民保護共同実動訓練

②海上空港からの船舶・ヘリコプターによる救助、避難

参加

機関

政府機関

内閣官房、警察庁、消防庁、法務省、財務省、厚生労働省、国土交通
省

海上保安庁、防衛省、自衛隊(陸・海・空)、 等

６２機関

(約１,３００名)
地方機関

長崎県、長崎県警察本部、大村市、県央地域広域市町村圏組合消防
本部等

指定（地
方）公共
機関 等

独立行政法人国立病院機構長崎医療センター、安田産業汽船株式会
社

社団法人長崎県バス協会等
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平成23年度長崎県国民保護共同実動訓練

訓練想定
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平成23年度長崎県国民保護共同実動訓練

爆破現場における救助活動

一時退避所
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平成23年度長崎県国民保護共同実動訓練

船舶・ヘリによる避難状況
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平成23年度長崎県国民保護共同実動訓練

防災ヘリによる負傷者の搬送
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平成23年度長崎県国民保護共同実動訓練

現地合同対策協議会
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平成20年度長崎県国民保護共同図上訓練
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次 第

1. 国民保護法について

2. 国民保護に関する取組みについて

3. 長崎県国民保護計画の変更（案）について

4. 国民保護訓練について

5. 長崎県国民保護計画の変更手続きについて
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都道府県国民保護計画の変更手続きについて①

⚫国民保護法第37条第3項

➢都道府県知事は、国民の保護に関する計画を作
成し、又は変更するときは、あらかじめ、都道府
県協議会に諮問しなければならない。ただし、同
項の政令で定める軽微な変更については、この
限りではない。

⚫軽微な変更とは

➢行政区画、機関の名称の変更

➢誤記の訂正

➢統計の数値の修正やその他これらに類する記載
事項の修正に伴う変更
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長崎県国民保護計画の変更手続きについて《現行》

国
が
定
め
る
基
本
指
針
の
変
更

変
更
点
を
反
映
し
た
国
民
保
護
計
画
を
作
成

協議会に諮問する
必要のある変更

軽微な変更

協議会に諮問

国の了承

計画の変更
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長崎県国民保護計画の変更手続きについて《案》

変
更
点
を
反
映
し
た
国
民
保
護
計
画
を
作
成

協議会に諮問
すべき変更

計

画

の

変

更
軽微な変更

協議を行い議決協
議
会
へ
諮
問

(委員に変更案を送付)

書面により決議

国
の
了
承


